
はじめに
TAINSでは、租税に関する判決だ
けでなく、会社法や民法、税理士損害
賠償請求などの判決も収録していま
す。
令和3年中には、税区分「その他」
に35件の判決を収録しました。
今回は、この中から税理士に関する
2件をご紹介します。

Ⅰ．税理士報酬請求／報酬
支払に関する黙示の合
意がされている場合

令2．3．10東京地裁
（一部認容）
Ｚ999－0215
＜事案の概要＞
Ｘ税理士（原告）は、亡Ｂの配偶者
Ａの相続にかかる遺産分割協議や相続
税の申告手続に関する業務等を行いま
したが、Ａの二女及び三女から報酬の
支払いがなされなかったため、二女ら
（被告）を相手にその支払いを求めた
事案です。
Ａの相続人は、上記2名のほかに長
女Ｃと亡Ｄ（Ｃの夫でＡの養子）の子
3名です。
二女らは、Ｘ税理士が相続税の申告
を行うことについては大まかな了解を
していましたが、家を継ぐ長女Ｃのみ
が依頼者であったと主張し、裁判では
委任契約の成否と報酬額について争わ
れています。
この委任契約において、報酬の具体
的な合意はありませんでしたが、Ｘ税
理士から相続した額に従って報酬を負
担していただくといった程度の簡単な
説明はなされていました。
＜東京地裁の判断＞
①委任契約の成否
被告らは、税理士である原告がＡの
相続にかかる遺産分割協議に立ち会う
ことや遺産分割協議が成立したときに
原告が相続税の申告を行うことについ
て大まかな了解をしていること、原告
は、その後、Ａの相続人らの遺産分割
協議に数度立ち会い、その間、被告ら

に対して相続税の試算結果を示し、被
告らを含むＡの相続人ら全員につき、
Ａの相続にかかる相続税の申告をし、
当該申告書には被告らの押印もされて
いること、原告は、被告らから各人の
納付額に相当する金員を預かり、その
納付手続を行っていることなどに照ら
すと、原告と被告らとの間において委
任契約が締結されたことは明らかであ
る。
②報酬請求の可否
被告らは、報酬支払に関する合意自

体がされていないと主張する。しかし
ながら、原告は税理士であり、委任事
務を処理して報酬を得ることを業とす
る者であること、本件委任契約はＢ家
の顧問税理士業務としての一環である
として別途の報酬は発生しないなどと
いった合意がされた様子もないことか
らすると、本件委任契約においては、
被告らを含むＡの相続人らにおいて相
当額の報酬を支払うとの黙示の合意が
されたものと解するのが相当である。
③報酬額
本件委任契約につき、旧報酬規定に

依った場合にＡの相続人全員に対して
請求することのできる報酬は、相続税
の申告にかかる397万5000円及び遺産
分割協議の立会い日当にかかる45万円
である。
もっとも、旧報酬規定は報酬の上限

を規定したものであること、原告は長
年Ｂ家の顧問税理士を務めており、Ａ
の相続人らとしては、旧報酬規定を提
示されていたとしても、その上限額を
負担する意思を示したとは考え難いこ
となどからすると、相続税の申告につ
きＡの相続人らが負担すべき報酬の総
額は、旧報酬規定の約7割に相当する
278万円とするのが相当である。
そして、Ａの相続につき被告らが最

終的に納めることとなった相続税額の
相続税総額に対する割合は各18．35946
95パーセントであることからすると、
原告が被告ら各自に請求できる金額
は、278万円のうちの上記割合に相応
する51万円とするのを相当と認める。
また、遺産分割協議の立会い日当に

ついては、原告は、中立の立場で立会
いをするとしつつ、Ｂ家の存続のため
との考えのもと、その跡取りであるＣ
に専ら与していたことが明らかである
ことや、上記の納付すべき相続税の割
合に照らし、被告ら各自に請求するこ
とができる金額は各5万円とするのが
相当である。
以上のとおり、原告は、被告ら各自
に対し、56万円を請求することがで
き、これに消費税を加算すると、その
金額は60万4800円となる。

Ⅱ．税理士損害賠償請求／
責任制限条項の有効性

令2．6．11横浜地裁
（一部認容・一部棄却、控訴）
Ｚ999－0178
＜事案の概要＞
原告らは、被相続人Ｅの相続税の申
告をＹ税理士法人（被告）に依頼して
いました。しかし、相続財産の土地の
うち亡Ｅが特定同族会社の社屋として
貸していた建物の敷地について租税特
別措置法上の小規模宅地等の特例の適
用の可否を検討しなかったため、原告
らが本来納付すべき税額より過大な相
続税額の納付を余儀なくされたと主張
して、Ｙ税理士法人に対し、債務不履
行又は不法行為に基づき、損害賠償並
びにこれに対する遅延損害金の支払を
求めた事案です。
横浜地裁は、本件土地について、特
定同族会社事業用宅地等として、小規
模宅地等の特例の適用による評価減を
受けることができたとしました。そし
てＹ税理士法人には、契約上の注意義
務違反、債務不履行があったと認めら
れるとしています。
この裁判では、原告とＹ税理士法人
との間で締結された契約書の責任制限
条項（受任者の過失により委任者が損
害を受けたときは、受任者は委任者よ
り既に受けた本件相続に係る報酬の額
を上限として損害を負担するものと
し、委任者はその余の請求を放棄す
る）の有効性も争われています。横浜
地裁は、この条項は消費者契約法10条

後段により無効と判断しています。
＜横浜地裁の判断＞
本件責任制限条項は、被告に対し
て、報酬の限度では責任を負担させる
ものとはいえるが、その性質は、事業
者に当たる税理士法人として、本来の
業務である相続税の申告代理に関して
税額等の調査・検討を求められる立場
にある被告が、本件契約の締結時点
で、小規模宅地の特例の適用について
検討することもなく、その点に関する
見解の相違やその適用の有無による税
額の違いの有無・程度等、本件責任制
限条項の存在に伴うリスクの有無・程
度に関して何らの判断材料を提供する
こともなく、原告に生じた損害（本来
納めるべき税額と負担額との差額等）
の賠償を求める権利について、その多
寡に関わりなく、被告が受領すべき報
酬を返還することで消滅させる性質の
ものである。
このような性質に加え、被告の債務
不履行により原告に生ずる損害の額
と、被告が放棄する報酬の額との差額
が多額に及ぶような場合にも、当該報
酬の額を超える損害を被告のみに負担
させることとなる点で、信義則に反
し、消費者の利益を一方的に害する内
容を含むものということができる。
したがって、本件責任制限条項は、
消費者契約法10条後段により無効とな
るから、原告らは、被告に対し、被告
の債務不履行によって生じた損害の全
部の賠償を求めることができる。

おわりに
令和3年には、今回ご紹介した判決
のほかに税理士損害賠償請求の事案
（事業承継等のコンサルティング業務
等に係る報酬について争われたもの
TAINSコード：Ｚ999－0176）も収録
しています。

TAINSの入会に関するお問い合
わせは、データベース事務局へ
TEL 03‐5496‐1195

草間 典子［足立］
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